
（空き家の清掃に係る支援用） 

2025 年度豊岡市定住促進事業補助金   事 業 概 要  
空き家の清掃に係る支援 

移住検討者からのニーズの多い賃貸用空き家として、豊岡市移住定住促進 WEB サイト「飛んで

るローカル豊岡」（http://tonderu-local.com/）（以下 WEB サイト）へ掲載していただくことを条

件に、未利用の空き家所有者に対して、空き家の片付け、清掃に係る費用の一部を補助します。   対 象 経 費    ・ 空き家の片付け、清掃等に要する費用であって、下記の要件のいずれかに該当するもの。    ア 補助金申請者が行う片づけ、清掃等の費用    イ 補助金申請者が市内に住所を有する個人に委託して行う片づけ、清掃等の費用    ウ 補助金申請者が市内に本店、営業所等を有する法人及び団体に委託して行う片づけ、清掃等

の費用     ※空き家とは、戸建ての物件であって、居住し、又は使用する者のないことが常態であるもの。   対 象 者    ・ 下記の要件のいずれかに該当するもの。 
ア 豊岡市内に空き家を所有している者であって、当該空き家を賃貸用物件としてWEBサイト

に掲載することを承諾している方。 
イ 豊岡市内にある空き家を移住者向けの社宅として利用し、当該空き家について広報すること

を承諾している方。 
ただしいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体若しくはそれらの構成員又はそれらが関係する方そ

の他の補助金を支給することが適当でないと市長が認める方は除きます。   補助率・補助限度額  
・ 対象経費の 10 分の 10 以内、10 万円を限度（100 円未満切捨て）     
⑴ 予算が無くなった時点で終了 
⑵ 補助事業の完了 年度内   ⑶ 補助金実績報告・請求書提出 補助事業の完了から１か月以内又は本年度内のいずれか早い日     

http://tonderu-/


 

 申請手続から事業着手までの流れ         ・ 当該空き家に対する事業着手前に補助金交付申請を行ってください。 
・ 補助金交付決定前に事業を着手した場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。     業務完了から請求書提出までの流れ      
・ 清掃等完了後、実績報告書を提出するまでに、WEB サイトへ賃貸用空き家物件として掲載を

してください。 
・ WEB サイトへ掲載を行うには、WEB サイト協力不動産業者（別紙）への依頼が必要です。 
・ 移住者向け社宅としての利用の場合は、改修等完了後、実績報告書を提出する前に、市に相談

の上、情報発信サイトにて広報してください。  
申請書類は、豊岡市ホームページからダウンロードしてください。    その他留意事項  

・ 作業の内容の変更に伴い補助金額が申請時から変更となる場合、及び工事内容が大きく変わる場

合は変更申請が必要になります。            
【問合せ】 

豊岡市地域づくり課 移住定住・若者係 〒668-8666 豊岡市中央町 2-4  

TEL：0796-21-9096 FAX：0796-24-8114 MAIL：toyoocome@city.toyooka.lg.jp 
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